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工業酒類製造 の 確立 こ 是 に 俘ふ 税法の

改正 に就 い て （續 ）

（9） 酒 類の 定義の 缺點

原 徳 治

　酒造業者は 、 時代の進展 と、嗜好 の變遷に伴 れ 、 世入の需要を満足せ しめ る飮料な供給 して行か

ね ばな らな い 事は 、 蘭に詳 遞 しナこ。 然 しなが ら此 等の慾求に副ふ ためには 、在來の酒類の原料に 固

定 され て ゐ る以上 、如何 ともな し得な い事 も前述 した。

　從つ て酒類 の更正 を計 り、傳統 的家内工業の域よ り脱却 して 、 工 場工業 の域に進 出 し、畤 代の進

展 と共 に 、大衆 を目指 して世入 の嗜好 に應 じ 、 更 に世界人の 嗜好に まで投ぜん とす る に は、自由に

原料 を選擇し 、 各種の製品を 自由に醸 出 し得 る樣、現 行貌法上酒類 の定義 と 、 酒精及び酒精 含有飮

料 、並 に麥酒の定義を改訂 し 、 清凉飮料 に封 して 、 致 醉飮料 と して統制合
一 し 、 單行法 ドに置 き 、其

の取扱 ヒ並に税法上 に於て も、公卆な る もの た らしめねば 、 税法の改正 は無意味に歸す る もの と 、

深 く信す る もの である。

　斯 く して 初 めて我 々 酒造家は 、税奪の從來の増加 に添 ひ得 る もの で あ り 、 國家の税源は堅實に涵

養 され得 る もの と信す る。

　筆者は 上 述に於て 貌法の改正 には 、 品質に於 て淌費者の所得に接近す る ナこめ に な る べ く最終生産

品 に課税す る こ とを考 へ ねば ならな い と云 つ tこ
。

　實際問題 として現 在直接淌費者に供給す る小賣業者の販賣方法 を檢討す る時 は 、 混成酒は 在來0）

日本酒 と、混合販賣せ られ 、それが現 代の嗜好 に逋合 して ゐる。 又葡萄割 と稱 して 、 葡萄酒 と焼謝

の混合 、 夊味淋 と清酒の混合 、
エ

ッ セ ン ス 、 單舍、グ リ セ リ ン 等の付 香、矯味等 、總て コ ク テ ール

式 の 販賣が行 は れて ゐ るの で 、小賣業者は酒精含有飮料製造者で 、酒造家は原料酒供給考の變態 を

示 して ゐ る 。 現 在の税法 を以 て して は 、 孰れ も反則で あ り、税法逹反 で あ る 。

　 此等は要 する に税法上 に於 け る酒類の 區劃、定義が餘 りに嚴 に 失 し 、彈 力性 に乏 しき爲めで 、 製造

業者が時 代の進展 と共 に變化 す る嗜好 に 適合す る樣 、 而 して直接 その 儘淌費者 に 供給 し得 る樣 、製

造原料に依 る酒類の製造區分 を撤慶 して總 ての酒類を致醉飮料 として 統制合一單一
化 し 、 即ち醸造

酒 、 蒸溜酒 、 再成酒の 區別 を撤去 、 葡萄割燒酎 も 、 混成酒 と在來清酒の コ ク テール も、共の他藥 酒

等 自由に製造 し得 るな らば 、 全 く行詰れ る酒造技術 も、大 い に研究の範圓 を擴大 する故に 、こ L に

劃期的清酒の發展 を促 し 、 素人製造家に よ る危險 と反 則は除 去 さ れ 、 叉外 國進出製品 の製造 も大い

に開發 され る と確信 して 居 る 。

　 即ち酒造税法第
一條 「此 ノ 税法 二 於 テ酒類 ト稱 ス ル ・ ・清酒 、濁酒 、 白酒 、味淋 、蟯酎 ノ 五種 ト X 」

とあ るを 「此 ノ税法 二 於 テ 致 醉飮料 ト稱 ス ル ハ 醸造 、 蒸鰡 、艀成 ノ 如何 ヲ問 ハ ズ
、 酒精ヲ 含有 ス ル
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飮料 テ 謂 フ 亅と改訂 し 、 酒 造税 、 酒精及酒精含有飮料税 ．麥酒税 を統制合一單
一

化 して致醉飮料税

と改訂せん とす る もの であ る 。

　　　　　　　　　（10） 現行親率の 缺陷

　現行制度 に於け る酒類 、 酒精及澗精含有飮料税及び麥酒税の立法精祚 を檢討 して み るに 、 致醉飮

料の淌費階級 を考慮に 容れ 、 奢侈重課 を加味 し共の 階投 は酒精度數に重 きを置き、其の立法が粗當

根據あ る事は 首肯出來 るが 、酒精度數 に 依 る差等を設けナこの は 、 致醉飮料 として の肯定であ り、 造

石税制度に於 ては 、 酒精分の強い もの程致 醉力あ り、割 水壇 量の餘地 が大 で 、 酒類の 商品價値 が夫

れ 丈高 い か らであ る。

　燒謝の如 きは實質上 、共の成分が酒精の みで 、所謂稀穉酒精で あ り、 酒精が酒精度數を費買の標

準 とす る もの なる以上至當で ある。 然 しなが ら、 酒精含有飲料や 、 清酒 、 白酒 、 味淋の 如き共の 効

用共の價値が 、 必す しも酒精分の 多寡に依 る もの で な く、其の酒類獨特の 風 味 、 甘味、夊は濃度等

所 謂酒精 と、
エ キ ス が備つ て初め て 酒類 としての完全な規格 を有す る もの を、現 行税卒を以 て 、燒

酎 と同一に奉 し去 らん とす る は大 な る缺陷 で ある 。

　即 ち現 在の造石制度に於 ける單純な る從量税 、 夊 は酒精度數課税の映 陷は 、 特種仕込に 依 る清酒

及び味淋 式清酒の逕 禺 と、酒精含有飮料た る混成酒の 遒出に よ り、 現實 に暴露され 、

．
課税の 不公夲

に 依 る各酒類製造者の葛藤を生す るに至 つ た最大原因 であ る 。

　即ち味淋式清酒は 、其の 原料に燒醐叉は酒精を認め られ て 居る か ら、酒精分の調節が 自由で あ り味

淋 として の 課税 を受 け 、 よ り高率な清酒の課税を発 れ 得 る方法があ り、混成 日本酒亦然 りで 、 燒酎は

蒸溜 中酒精分を調節 して所 謂査定技術 に よつ て一度に滿た ざ る九分九厘 の課税を冤 れ る途 もあ る 。

　然 る に 満酒は 、四段掛五段掛の 方法 を用ひ 、 汲水を減 じて 濃醇酒 を製出せ ん とす る も徒に垂歩合

を減少す る に止ま り、 酒精分 も十八 九度程度以 上 に 墸量す る こ とは到底至難で 、 酒精分一
度當 りの

税額 員憺に於て 、酒造税法中清酒は最 も重税を課せ られて 居 る結論 に邏 し得 る 。 以王 此 等の缺陷を

矯正 す るためには 、 致醉飮料 と して統制合一單一
化 し 、 結 局 エ ＋ Z と酒精の 重量課税制を用 ひ る事

が、最 も合法 的で あ り、合理的で あ る と 、 筆者は信す る もの で あ る 。

　　　　　　　　　 （11） 從 價 税 の 缺 陷

　全 國新式焼酎聯盟會岩井 ff一郎氏 によ り、酒造組合 中央會に於 て 從價税案が提出 され 、 從價秕論

が 、 最近各方面 に研究 され て 居 る。 然 しなが らこの從價圭 義は大 い に考 慮の餘地が ある 。 第一に市

場の 價楯の 調査 を現物 と照合 す る事が已 に 至 難で ある 。 又歴史的 に 考察 する も前述の酒税 の 史的概

觀に 於て詳述 した如 く、全 く失敗を來 して 居る事を考 へ ね ば な らない 。 現在に 於 け る營業收盒税の

申告 が如何 に時代的で あ り 、 合 理的であ りと雖 も 、 恐 ら く正確に 申告す る者が皆無で 、 税務署の徴

秕 ．ヒの癌 である と同様 、到底 日本人 の 納税思想を以 て して は不 可能で あ る 。

　 日 本人は其の歴 史的に考察す る も全 く自治的政治能力は ない 。 被政治 的國民 である事 を 、 立法 す
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る以 前に考 へ ねば な らな い 。 近 い例が 自分のお腹 の 虫の 掃除 さ へ 法律を以 て泱めね ば な らす 、 選舉

には い つ も買收が行 はれて ゐ る國民であ る事を著想立法す る必要が ある 。 筆者は營業收盒税 も叉從

來の 如 く營業税 に しナこ方が公夲 を保て る と考 へ て居 る 。

　從價税反剿論 として は 、極 めて大 局的で あるが 、立法 に當つ て は常 に其の 國民牲々考 慮に入れ る事

が最 も室要な
一

要素 で あるか ら、此 の
一例を以τ して も、其の缺陷を證明 し得 る と信す るが故で あ る

　　　　　　　　　（12） 原 エ キス課税に就い て

　鹿夂氏の原 エ キ ス 課税論 も最 も進歩的な方法 な りと考 へ るが 、抑 々 原 エ キ ス とは酒精 を もとの糖

分 に換算 しt 數値 であ つ て 、 致醉飲料税 とす る 時 は 、 當然酒精 と エ キ ス 其の物を課税 の根本に考 へ

ね ば な らな い か ら 、 叉最終の 生産物の成分に封 し課税せ ん とす る方法が税の 根本義で あ る か らわ ざ

わ ざ中間生産物たる糖分に換算 して 課税す る事は意味をなさな い 。 夊 も とに換算 して 計算する な ら

ば 、結局原 料課税 とす る事に よ り近 く考 へ られ 、 これ は立法の 建前 よ り許容 さ る べ き もの でな い
。

こ の 原 工 ｝・ス 課税 は大 い に考慮を要す る餘地 があ る と思ふ 。

　　　　　　　　　 （13） 致醉歓料税の 賦 課 目標

　 致醉飮料税賦課 には 、前に詳蓮せ る如 く、結 局其の最終成 品の 内礬に まで突き入つ て 考へ る事が

最 も正 営で ある 。 乃 ち致醉 の 原 因た る酒精 と、致醉飮料の規格に必要な る エ キ ス とを課税の 目標 と

す る事が合理的であ る 。

　 夊致醉飮料は上 述の妬 く造石税 制度を以て 先づ滿 足せ ね ばな らない 。 造石制 度で あ る か ら納税義

務は酒類 の製成に依 り發生す る事は從來 と何等變 る 所がな い 。

　 税法の改正 は上述 に於て諡明せ る如 く、國に迷惑 をかけす 、 業 者 に苦痛の な い方法 を案出せ ねば

な らす 、 夊 負憺の均衡を計 b 、 淌費者の立場 よ り、 酒類の値上 に ならない事 を も考慮に容 れ る事は

當然で あるが 、此處に
一

つ の制度を根本的に改正す る には 、多少 の犠牲は 止 むを得な い 。 其の犠牲

の程度は勿論最少限度を選ぶ べ きは當然であ る 。 同時に多少の不備は之を忍ばねばな らす 、 施行後

時 代 と共に改正 さるべ きであ る。

　 從つ て酒税改 正を論する に は 、徒 らに個人的なる利害を基調 として はな らな い 。 冷靜な る第三者

の 立場か ら財政現象 ナこ る酒税制度を檢討 し、 爲政者 も亦官廳の御都合本位 であつ て は な らな い事 は

勿論 であ る 。 扨 て 本案に據 る課税 の範園は 、酒造石數 と酒精及 び z キ ス の致 醉飮料中に於 ける 100

分 中の分量であつ て 、 即 ち課税物件 の 1 石 中に於 け る酒精 の 容量 1％に （1度以 下 は常に四捨 五 入）

一定卒の税 を課 し、エ キ ス 分を含有 す る もの は更に エ キ ス 分 1％毎に （1％以 下 は常に 四捨 五 入 ）
一定

李の税を課 し、酒精 とエ キ ス の和 を以 て其の酒類の貌 t らしめん とす る賦課法で あ る。 之を酒税第

四 條 に挿入すれ ば 、致醉飮料を製造する もの には 、其の造石に應 じ、左 の割合 を以 て造石税 を課す。

　　 　 　 酒　精　 10度以下　￥ 13．50

　　　　 エ キ ス 　5度以下　 ￥ 14．00 即 　￥27．50
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酒精分　 ユO度 な超 ゆ る もの は、1石 に付

i酉繕分　　1％毎に　　￥ 1β5

エ キ ス 分　5度 た超ゆ ろ もの は

エ キ ス 労　　1％毎 に　 ￥ 2．eo

酒精 分　25度 な超 ゆ る もの は、　1石 に付

酒精分　1％毎に　￥2．oo

酒精分　20度未滿に しく エ キ ス 分 10％な超ゆ る もの に其の超過 エ キス の課視な免すo

　　　 但 し 1 ％未滿は總て四捨五 入すべ きこ t

1135

　前項に 於て酒精 と稱す るは 、15°C の 時に 於ける原容量 100分中に 含有 す る O．7947の 比 重を有す る

酒精の 容量 とす 。 又 エ キ ス と稱す るは、15° C の 時に於け る原 t・＃量　loe分中 に於 け る不 揮發性物質

7e謂 ふ 。

　（酒精は蒸溜法に よ り算定 し 、
エ キ ス は比重計に よ り簡單に算定 し得 る ）

　　　　　　　　（13）致 醇飮料の 税藥決定の 精紳

　從來各酒類の 税率の 大 い に均衡を缺 い て 居る事 は 、 已に詳述 し、 之れが改正 を 目標に 、 各酒類税

の統制合
一

單
一

化を計つ たが 、是れ が税卒改正に當つ て從來の燒 酎 、 醸造 日本酒 、 麥酒の造石數は

他 の酒 類 に比 し 、 已に相當數 に上 つ て 居 るか ら 、 之 れ が税率の急劇な る變化は直接淌費者 、 業者 に

與 へ る影響を大 い に考慮に容 れて善處 した い と思つ て 居る。 菊 吐會政策上 の見地 か ら、下麿階級の

致醉飮料の 代表的な る燒酎の成分か ら考 慮し 、 即 ち酒精分 に對 す る 課税 を エ キ ス に對 す る課税 卒よ

りも柑常低 率に したい と思ふ 。

　叉 エ キ ス 分は主 に糖分 、 糊精等よ り成立 して ゐ る もの で 、 糊精 1よ り約 】．1倍の 糖分 と 、 糖分1よ

り約 2倍 容量の酒精が生す るか ら、か うしtt理論上 か ら酒精分 に對 しエ キ ス の 課税率を約 2 倍強に

す るが至當だ と考 へ た 。 然 しなが ら國民衞生的見地か ら 、 又 奢侈税を加 味して酒精分25度以上 含右

の致醉飮料に對する酒精分税率を又同時に高卒々以 て茎みた い Q

　酒精分25度 と筆者が決定 しナこ所以は 、實際現在小賣業者に依つ て飯費 されて ゐ る 下暦階級の飮料

t る蟯耐は 、普逋 30度燒酎に 2升加水位で販賣 され て居 る事實 と 、 衞 生的見地か らも、大 した弊害

を認め な い 實際の状況を取 つ て 、 最 も消費者の所 得に近 い ｝伏態を捉 へ 、課税の標準に した か らで あ

る o

　夊酒精分10度 エ キ ス 5 ％以 下をこの 限度を切つ て 、 同率に した所以は 、
ピー ル 税の 現行税 卒を保

守 しナこい 爲で 、 課税技徂 1コ Lむ を得ない 。

　最後 に酒精分20度以 下 で 、
エ ＋　7・　10％を超ゆ る エ ＋ x 課税を全 冤 した所 以 は 、 白酒 、 味淋 、 甘味

葡萄酒の税 率の法外 もな く高傘に なる を防止せ ん がk めで 、當分 か うした税制を布 くよ り外 に 、 良

案を見 出 し得 ぬ o

　　　　　　　（14）新 税 の 吟 味

以 上 の設明に よ り 、 課税 と税 卒の決定の精神を 、十分理解 し得た と思 ふ 。 即 ち上述の 通 り税卒を

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Society for Bioscience and Bioengineering, Japan

NII-Electronic Library Service

The 　Sooiety 　for 　Biosoienoe 　and 　Bioengineering 厂　Japan

1136 （原 ）　工 業酒類製邉 の 確立t是 に俘ふ税法の 改 正 に就 い く

設定 す る と、國家の收 入は増 し、業者 は苦痛 な く、淌費者 も亦満 足 し得 る一石 二 鳥の 名案 と信す

　　　，
る。 築者は更 に之 を實際 に即 し基本數を算定 し 、 其の 正 當 な るを設明 して 見 る 。

　先づ 日本酒に つ い て算定す る時 、昭和 5年 よ り　fle，和 8年聞の全國酒類 品舗會の優等酒の分析李均

は 、

　　　 酒 精 分 　 16．5度 　 　 　 エ キ ス 　 6．23 ％

で假 りに之 を將來 「ユ本酒の標準 と假定す る ときは 、
’
1石常 り

　　　 言酉精 税 　　￥e2．95　　　　　 エ キ ス 税 　　￥ 16．80

　　　 即 ちj比の税額 Lt　￥ 39．75

とな e）　，
・叉

　　　 酒 精 分　　19度　　　　　　エ キ x 　　5 ％

の 清酒の税額は h

　　 　 酒 精 税　　 ￥25．65　　　　　 エ キ ス 税　　￥ 14．OO

　　　　この税額　　￥39．65

　　　 酒 精 分 　 15度 　 　 　 エ キ ス ・ 7 ％

の 清酒税額は

　　　 酒　精　視　　　￥ 2025 　．・　　　　　 』L キ ス 視　　　￥ 19．∈ρ

　　　　こ の視額　　￥39．85

とな り大鶻現行税 と大 差を見出 し得 ぬ 。

　 次 に燒 酎に就 い て檢討 する に

　　 　 酒　　精　　　25度　　　 30度　　　45度

　　　 競　　　　額　　　　　￥33．75　　　￥43．75　　　￥63．75

　即 ち30度で は 3 圓75錢 の 墸税 で あるが 、25度では殆 ど現 行税率 と同率で あ る 。
45度は相 當 な増税

で あ り・ ウ ヰ ス キー其 の他洋酒類 も夊相當増税 とな るが 、 之等は何 れ も上 層階級 の飮料 であ るか ら

當然で 、 夊衞生的見地 か ら、濔精分の高い もの は餘 り國民 に飮用せ しめ ざ る肚 會政策を加味す る事

が 、 必 要であ る か らであ る 。

　 第 3 に麥酒に就 い ては

　 先づ 各種 ピール の分析夲 均は

　　　　酒　　精　　　3．94度　　　　 エ キ ス 　　 4。37％

で即 ち酒精10度、 エ キ ス 5・％以 下 に屬す る もの で 、 共の税額 は本税制に於 ける最低額即ち

　　　　酒精課税　G醂卸 0度）　￥ 13，50　　　　＝ キ ス 税（エ キ ス 5 ％）￥ 14．OQ　　　 ．最低税額　￥27 ．50

とな り、1石當 り約 2圓50錢 の禰額 となるが、麥酒 その ものが上居階級の飲料 であ る以 一L、1升2錢 5厘

f 一ル ー本では 約 1 錢の値 ヒで あるが ピ ール 製造者 は共の統制尤 も良 く行はれ且つ 利盆率はオ1襠 に
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擧 つ て 居 る か ら 5厘を淌費者に 5 厘 を業者力
「負擔 し得 る と信す る か ら問題で な い 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ●

　次に 、白酒、味淋は

　共の分析甼 均數値は次 の 如 く

　　　 酒　　名　　　　酒　　精　　　　エ キ ス

　　　 虜h　　　淋　　　　　　　　　17．45度　　　　　　　34．03％

　　　 白　　酒　　　　 65　　　　　 5D．3

で即 ち酒精分 20度以 下 に して 、
エ キ ス 分10％を超 ゆ る もの に 屬す る か ら、この税額は

　 　　 白　　　酒　　　　　　酒 緒 親　　　　　　￥ 13．50

　 　　 　 　 　 　　 　 　 エ キ ス 税 　　　　￥28．OO

　 　　 　 　 　 　　 　 　 總 税　額　　　　　　　￥ 4L50

　　　 呵…　 淋　　　　酒 精 税　　　　￥22・95

　 　　 　 　 　 　　 　 　 エ キス 親 　　　　　￥ 28 ．CO

　 　　 　 　 　 　　 　 　 總　税　額　　　　　　　￥ 50．95

1137

とな り、即ち自酒 に 於 て 1 圓50錢 、味淋 に 於て 10圓95錢 の増税 とな るが 、是等の濔類 は敦れ も 、 奢

侈的な もの で あ るか ら、此 の程度の♪曾税は 」Lむを得 まい 。 叉此れ に よつ て 、 味淋式清酒の 如き合法

的な脱税 を防止 し得 る事は 、 税の均徳上 當然の こ とで ある。

　葡萄酒は

　其の成分に 非常の 差違 の あ る もので あ る が、其の李均の 分析結果 は 、

　　　 亨酉　乗菁　分　　　　14A 度　　　　　　　　　　　エ 　　キ　　ス 　　　　正6．8％

で此れ 亦 味淋 と同様 、そ の税額は 、

　　　 酒 精 親　　￥ 18．90　　　　　 エ キ ス 視　　￥ 28．OO　　　　　 總 税 額　　￥46．90

とな り多 少の増撹 となるが 、 之れ亦奢侈 品で 、何等の痛痒を感 じな い 。 夊濁酒は常然 4 圓の増税 に

な るが、昭 和 8 年度には僅 かに 5，671石の査定に過 ぎす 、之 れ亦問題 とす る に足 らない 。

　其の他 リ キ ュ ール 類 、 ウ ヰ ス キ ー、プ ラ ン 等蒸溜酒は孰れ も墸秕 となるが 、之等は その増石數微

々 た る もの で 、 又 E層 階級の飮料で ある か ら 、 その 増税は 、現 代 杜會相か ら考 へ て 見て も當然で あ

つ て 、 何等異議 を挾む餘地 は な い と思ふ
。

　夂混成 日本酒は從來か ら同 じ種類の在來 の 1：1本酒 との 聞に於 ける税 の均衡を失 し 、 常然是正 さ る

べ き蓮命 に あっ た もの で 、 この 税制施行 に常 つ て 、 合 理的、合法 的に是正 された事は業界の 爲め 、

大 い に 慶すべ き辜で あ る。

　叉混成酒業者は 、この 改正税法に依 つ て 、 粗當苦痛を感 す る が如 く見ゆ る も、實際は在來清酒

と、 混合販費が許客 され 、夊納期は
一般酒類 と同樣 になるか ら 、 こ の巽占に 於て も、 非常に有利に 轉

回 出來 、税傘の 一卜昇は 之 れ を以 て 十分 に償ひ得 る 。

　　　　　　　　（15）國庫の 收 入 に對する影響 o

　上 述 、各酒類に付 獣 い らい ち例證 せ る如 く、 本改正 税法が如何 に合理的で あ り、合法 的で あ る
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か を窺ひ知 る こ とが出來 た と思ふ G 即ち改 正趣 旨ナこ る。

　 1、 淌費者に苦痛な く

　2 、 業者に影響な く

　 3 、 國庫收入 の曾大

を來すか らで ある 。 最近酒造業者の不況時對策 として 、 禺來得 るだけ濃厚 な清酒を製造 し 、 査定後

い くらで も割水 して販費價格 の低 ドと、販賣石數 の墸加を鬪る傾 向あ るに對 し 、 大 藏省當局 は大 い

に苦慮 し、 四段掛又は給水減量に對 し 、 特 に 非合法 的に彈壓勧 r1へ 、恐喝的に ・ 談合的に ・ 之が防

壓 に必死の有樣であ る 。

　23度の酒精迄同率の課税 ならば 、 多 少た りと も經濟を知 る酒造家が 、 この 不況 時に 於て 、濃醇酒

を造 らん とす るは 、 誠 に 當然であつ て 、殊 に混成酒が盆 々 壇 石需要を墻 す現 代 に於て は、鴬然の 嘗

然で あ る 。

　大 藏 省 ξ」現行 税法 下 に於 て は 、 この税法 の許す範圏 に於 て經濟に 眼覺 め ナこる 先覺 1白酒造家の 、か

うした研究に 對 し彈壓 を加 ふ る何等の合法 的手殺 な く、 夊斯 くの如き事は 、産業開發の 趣 旨に 悖 る

もの で、 遺憾稿 の極みで あ り 、 黼 觀 行税法 ・）〔ヂ ・ ン ・ 〕に陷ゐつ て 居 る烈 よ澗 税韻 の等

し く認離 して 居 る 、現行制度の 重大 なる缺 陷で ある 。

　筆者の改正視法 に於 て は b 濃淡自由に 、上 述 の缺陷は 光風霽月的に除 去 され 、酒造 業者 も亦合 法

的割 水 に依 る脱税の誹 りを菟れ 、汲水 の 獪加 に よ り垂 ル合 の 禰加に よ る 生産品の増量を得 、 叉出荷

に際 して の 割 水 も必要な くなれば 出荷後 の返 り酒 0）損失 も大 い に輕減 され 、 徴税者 と 、 稼徴税者 と

の確執は 、完全 に除去 され 、圓滿な る事漿の發展 と、徴税の 目的 とが逹せ らる N の であ る 。

　現行税制 ドには清酒 に就 い て も、斯 くの如 き扱 け道が あ る の で、表向 き人 口 の増加 に逆比 例 し

て 、 清酒 の査定 石數は漸減の 歩調を辿 り、

一見奇 異の感あ る も 、 實際は大 藏 省の苦慮す る如 く、 割

水 の増量に よ る合法的脱税の然 らしむ る 所以 も 、 他 の原因 と共 に重大な る役 割を買つ て ゐ る。

　今 、某酒造組合 内に於ける査 定石數 と割水の 歩合 を見 る時 、下記 の 通 り逐年獪加の傾向を辿 つ て

ゐ る
。 即ち

　　　　　　　　　　　嬲鰐離韈 瀰 齪 石轍 割 縞 調

　 　 　 　 　 「

酒 造 年 度 1清 酉
、
守

明 治34年度

同　 35年 度

同　36年度

同　37年度

同　38年度

同　 39年度

7，489M6

，4036

，6986

，
IO67

，
3B67

，372

燒 酎　　濁

393石

330415341373318

　　酒

785石

662

ひの

53262456

【

清 酒

藏内劃水高＿ ＿藏壁割丞葺 」＿割 水 歩．．e＿

i
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同　 40 年度

同　4i年度

同　 42年度

同　43 年度

同　44年度

同　 45年度

大 正 2 年度

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

3年 度

4年度

5年度

6年度

7年度

8年 度

9年度

10年凌

11年度

12年度

13年度

14年度

15年度

昭 和 2 年 度

同

同

同

同

同

同

同

度

度

度

度

度

度

度

年

年

年

年

年

年

年

3
　
4
　
5
　
6
　
7
　
8
　
Q’

蠶

驢

溯
吻

鬻

罵

蠶

蠶

謡
ゆ

駕
鯉

獅

騫

蠶

護

7766667557889788898777655567鍋

軅

踊

卿

鉚

卿

躍

騫

鍔
笳

跏

欝

羃
餬

跳

劣
蜘

622

，
7820

25546172111121

娚

跚

粥

衂

嬲

柳

個

颶

a

％

伽

％

圀

期

搬

 

鋭

83

即

”

29

芻

　

　

2
　
4
　

4
　
8

　

　

3
　
2
　

2
　
2

3
，
966合

7
，
2815

，
130

　3，53652

，
匸23129

，695ZO4

，706

622石

744730

ツ909417637496969231

，0031

，126

。672

．goo

．9811

ρ351

．231

三．！01

ユ．4151299L635L6241

．894

　上 表は一例 に過 ぎざ る も 、 極 めて 内容の確 實なる組合員に依 P組．織せ られ た る模範的組合に し

て 、 製造法 に於 て も四段掛等を見受 けす 、 夊 そ の 統制は賣價に 於て も實行 されて 居 るだ けに 、 全國

に於 け る最低割水な りと周圍の 朕況 よ り首肯 し得 る向があ る 。

　以上 に よ り觀察す も、 登國に 於ける酒造庫 よ り藏出 し さ れ る 迄の割水は 、恐 ら く 3 割に逹す べ

く 、 小壷業者 によ り更 に割水 され る黙を考慮すbli−・rは 、實際滄費者の 清酒 と して飮用す る實量は 、

現 査定 石數の 4割増 と推測 し得 る ので ，即ち400萬石の 査定 石數 に對 しては 、撚 こ560萬石を
．．
「る ま

U、 と、譽、ふ o

　斯 くの 如き現 況 に 於 て 、 逾 に メ チ ル ア ル コ ール 、弗化 水素 、 昇汞等の 防腐劑 を混 入す る事は當然

で 、 岡民衞生的見地 か ら 、 重大 な る問題 と言 はねば ならす 、 これ は全 く混成 日本酒に對す る 酒 逡業

者の唯一つ の對策 として 生れ た合法的脱税であるが 、未だ到 底混成酒の税卒に逹す るに及 ぱす 、 變

敗酒は割水 と阿時に増大 され 、 夏 季 に於ては 全 く混成酒に壓倒 され て 居 り、國家最重要の財源 であ
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　　 1140　　　　　　 （原う 工 業酒類製造の確立 t 是 t二伸 ふ 税法 の 改配 に就い て

る清酒の税 も斯 くして 將來盆 々 不安的歌態に置か れ つ X ある を十分認 識せ ね ばな らな い 。 速 に本改

正税法の施行 を願つ て 止まない所以 は 夊此 慮に存す る0）で あ る o

最後に 橄 正 税黼 行 贓 つ 囎 大せ られる瀰 を 汰 略籬 して參 考 に供 して み ナこい

1
　昭和 7年度に於て

　　L 清酒 の 査定石數　　　　税　額

　　 　3
，
807

，
989石　　　　　　152β08

，
300圓

　本改正税法に於 て は 、税卒は 同一な り と雖 も 、 公 アドな る 税卒の設定に よ り、清酒界は活氣を呈

し、 少 くと も 3割方の檜石は見込得 べ く、 假 りに

　　 査定石 數　　　　　 新 税 額

　　 4，000，000石 　　　　160
，
αX），OQO圓

とな り清酒 に於て 7，691，700pmの檜收を豫想 し得 る Q

　 2．濁酒査定石 數　　　　税　額

　　　 5，671石　　　　　　204 ，498 圓

　濁酒は漸減の傾向にあ り、新税法 に於て假 りに 、1割 減石された とす る と

　　 査定石數　　　　　 新 税 額

　　 5，COO石　　　　　　 2QO，OOO圓

　即ち濁酒 に 於て約4
，
498圓の 減收 。

　　3．白酒査定石數　　　　税　額

　　 6，263石　　　　　　　　　　　250L516 圓

　白酒 は相常の 減石 にな つ て 居る が、之 を以て極 限ナこ る べ く、

．
假 りに

　　 査定石數 　　　　　 新 税 額

　　
6・°°°li 　 　

2

『
嬲 圓

　即ち，
1516圓の減收 。

　　4 ，味淋査定石數　　　 視　額

　　　100，042石　　　　　　　　　　4001，522図

　味淋 も白酒 同樣極 限迄滅石 されナこ傾が あるが 、 よ り以 上 の 減石は豫想され難 い 。 新税法 に於 て 、

石 10園程 の増税で あ るが 、 1升10錢 の値上 で足 り、淌費考の需要を減す る程度の もので な い と思考

す るか ら、 假 りに

　　 査定石數　　　 　　 新 税 額

　　　IOO，OOO　fi　　　　　　　　　5，095，Q⊂X）圃

　即ち約 1
，
093

，
478圓の檜 であ る 。

　　5．燒酎査定石數　　　　税　額

　　 509，231fi 　　　　　 23 ，
803

，
9QQ圓

で 、
30度に於て も、亦之 以上に於て も、 石 50錢 の増税 1こ過 ぎな い が 、この檜石は 、 當然將來見込得

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 N 工工
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る ので あるが 、 假 りに全然 同一 と見て も

　　　査定石數　　　　　 新 税 額

　　 509
，
231 石　　　、　 2タ，

058
，
515圓

　即 ち2M
，
615圓の増收 となる 。

　更 に酒精及 び酒精含有麥酒税 に就い て は、昭和 8 年度の査定石數に よ り檢討 する Q

　　6．酒精査定石 數　　　　税
・
額

　　　5，295石　　　　　　　　　　　905，
316図

で 、酒精に於て は 、 25度 に於て現行税率では 45圓 とな り 、 新税卒では 33圓75錢 、 即 ち11圓25圓の減

であ る が 、 100度に於 ては 、 180圓に對 し183圓 75錢 とな つ て 、3圓75錢の膾 である Q 即 ち上 下に於て

は大差な きを以 て 、 酒精税は 壇減な し と見て 置 く。

　　7・酒精含有飮料査定石數　　　　　　　　税　額

　　 24度未滿　　　46，868

　　 24 度以上 　　　 工3，226

　　 合 計 　60，094 　 　 2，998，870圓

となつ て 居る 。 假 りに 24度未満は混 成酒 と見做 して 計算する と 62
，
492石 とな り即ち 15

，
614石の壇加

で 、 此 o）税額の 差は大約（62492x40）一（4686x2）：＝ 2，405，944圓の繪收 とな り、25度以上 は増收 に な

る と思ふ が系數がな い か ら正 確に 表せ な い Q

　實際は甘味葡萄酒 、リ キ ュ ール 等 、エ キ ス 分の多 量に 含布せ る もの あるに よ り、 よ り以上の増收

とな る も0）と考 へ られ 、この 僉有飮料に於 ては 、 2，500，000圓の増收 をみて よか ら う。

　 8．麥 酒査定石數　　　　税　額

　　 959，762石　　　　　 23
，994，038圓

で 、新税法に於 て 、假 りに

　　 査定石數　　　　 　 税　額

　　 1
，000，000石　　　　 27

，
500

，
000圓

　即 ち3
，
506，000圓の 増收 とな る。

以 上 を更に要約す る ときは 、次表の 如 く 、

清

濁

白

味

燒

酒

含

麥

合

酒

酒

酒

淋

酎

構

有

酒

計

差 引 壇

税額の増

7
，961，

7QO圓

1，093，478圓

　 t54
，
615圓

2，500，000圜

3，506，000圓
15，315，793圓

15，309，779圓

税額の 減

4
，
498圓

1
，
518

6
，
0i4圓
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　即ち 15，
309

，
779圓の増收見込 と成 る譯で あ ゐ 。

　筆者は こ の得ナこ る増收 の
一
部を以 て ． 税務官吏の増員 を 計 り 、 500石 1人當 りの徴税官夏を塘員

して 、國庫の 最重要税源た る致醉飮料製造者を監督 し 、 夊事務上の 誤差 なき様、調査補助事務を掌

らしむ る こ とを望んで 止まない 次第 である 。 夊其の内 100萬圓を 中央會に 交付す る こ とを希望す

る。 中央 會は醸造試驗所 を直營 し 、 我 々 の研究 に よつ て大 い に斯業の開發 に努 力す る事が 、最 も國

家に 對 し忠實なる所以 と、 信す る か らで あ る
。

（16）結 論

　以上 詳述せ る所 に よ り 、 筆者の所 謂工 業酒類の確立 と、
『
之れ に俘ふ税法の改正 論 を終 りtcい と思

ふ o

　勿論筆者は 、 期政學者で な い か ら、 更に財政學上 か ら檢討 しtcな らば 、種 々 な る缺 黙 も發見 し得

られ る事 と思ふが 、 唯酒造技術者の立場か ら、 常識的に吟 味 して考察する時は 、 斯 くせ ざれば 、 日

本酒 の將來は 、 全 く行詰 り、改善の 餘地 を發見 し得ない し 、 盒 々 家内工 業的に偏 して 人種的に 言 へ

ば ア a ヌ 人の如 く 、 其の存在を殘す に 止まる噂機 もさ ラ逋 くは ない と考 へ る 。

　曾つ て 、 某酒造技術官 に 、 現 在の 品評會酒の炭素 6 貫 目使用奨勵の 非を攻撃 せ る に 、 斯 くせ ざれ

ば我 々 の 生命 がな い と言 は れ た が 、そ れ 程酒造按術は行 詰 り、 酒造家は酒造を不 生産的な ら しめ

て 、必勝主義に こび りつ い て ゐ る 0）だ Q 然 しなが らこれ も全 く酒造技術 0）行詰 り と、 改良 0）行詰 り

とを裏書 して餘 りある事 で 、 酒 質改善の 品評會は 、欧黨の 腐敗以 上 で 、選擧neiE以 上 に 酒造改善の

餘地 を發見す る こ とが急務で ある 。

　筆者の提案に よつ て 、 酒造の範園 は 大 い に擴大 さ れ 、 其の研究の餘地 も亦大いに 開拓 され る譯

で 、 將來は或は ホ ル モ ン 清酒 とか 、 又は ビ タ ミ ン 清酒 とか等 々 、 凡ゆ る清酒が發費 され る であ らう

し、夂中村博士の所謂冷凍濃縮酒 も、 自由に製造 され 、海外に飛躍す る il寺機 も遠 くは ある ま い と信

す る。

　税率 も亦 公李 にな つ た以上k 將來在來 日本酒が 、混成酒の 品質 に敗れた場合 、我 々 日 本酒業 者は 、

時代 と共 に混成酒 業に轉 向す る も亦 1Lむを得 まい し、諦 らめ もつ か うでは ない か 。

　斯 くて 我 々 酒造 業者は 、常に 禾卩氣靄 々 裡 に 天職 に 向 つ て 精進 し、 酒造立 國 、 天 壤無窮の皇 國 と共

に 、永久に榮 える事で あらう事を 、筆者は 固 く信す る もの であ る 。

　最後に筆者は 、 酒造 家諸君に言ふ 、 我 々 は 自ら生 くる 工 夫をせ ねば な らな い と。 （完）

　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 （昭和 10年 9月22 口）
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